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「Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引規定」新旧対照表 

 

以下に記載するほか、規定全体の表記・言い回しを統一するため、一部文言の送り仮名、句読点、項番の表記 

などを改定します。 

 

改定前 改定後 

１の２.（公金納付） 

（１）機構所定のＢａｎｋ Ｐａｙ公的加盟機関規約

（以下「ＢＰ公的加盟機関規約」といいます。）

を承認のうえ、ＢＰ公的加盟機関規約所定のＢ

Ｐ公的加盟機関として登録され、機構の会員で

ある一または複数の金融機関（以下「ＢＰ加盟

機関銀行」といいます。）とＢＰ公的加盟機関規

約所定のＢａｎｋ Ｐａｙ公的加盟機関契約を

締結した法人（以下「ＢＰ公的加盟機関」とい

います。）に対して、ＢＰ公的加盟機関規約に定

めるＢＰ公的加盟機関に対する公的債務（以下

「公的債務」といいます。）の支払いのために、

利用者が利用者アプリ等を機構所定の方法で

操作した場合には、ＢＰ加盟機関銀行が当該公

的債務の立替払いを行うものとします。この場

合、利用者は、ＢＰ加盟機関銀行に対して、当

該立替払いの費用に係る補償債務を負担する

ものとします。利用者は、当該補償債務を、登

録預金口座からの預金の引き落しによって支

払うものとし、これら一連の取引についてもＢ

ａｎｋ Ｐａｙ取引に含まれるものとします。

但し、当該Ｂａｎｋ Ｐａｙ公的加盟機関契約

の定めに基づき、登録預金口座がＢＰ公的加盟

機関で利用できない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）前項の定めに基づくＢａｎｋ Ｐａｙ取引につ

いては、「ＢＰ加盟店」を「ＢＰ公的加盟機関」、

「ＢＰ加盟店銀行」を「ＢＰ加盟機関銀行」、「売

１の２.（公金納付） 

（１）利用者が、次の各号のうちのいずれかの者（以

下「ＢＰ公的加盟機関」といいます。）に対して、

機構所定のＢａｎｋ Ｐａｙ公的加盟機関規約

（以下「ＢＰ公的加盟機関規約」といいます。）

に定めるＢＰ公的加盟機関に対する公的債務

（以下「公的債務」といいます。）の支払いを行

うために、利用者アプリ等を機構所定の方法で

操作した場合には、第１号においてはＢＰ加盟

機関銀行が、第２号においてはＢＰ決済代行機

関が当該公的債務の立替払いを行うものとし

ます。この場合、利用者は、ＢＰ加盟機関銀行

に対して、当該立替払いの費用（第２号におい

てはＢＰ加盟機関銀行がＢＰ決済代行機関に

対し負担する補償債務に係る費用）に係る補償

債務を負担するものとします。利用者は、当該

補償債務を、登録預金口座からの預金の引き落

としによって支払うものとし、これら一連の取

引についてもＢａｎｋ Ｐａｙ取引に含まれる

ものとします。但し、当該Ｂａｎｋ Ｐａｙ公的

加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座が

ＢＰ公的加盟機関で利用できない場合があり

ます。 

 

Ａ.ＢＰ公的加盟機関規約を承認のうえ、ＢＰ公

的加盟機関規約所定のＢＰ公的加盟機関と

して登録され、機構の会員である一または複

数の金融機関（以下「ＢＰ加盟機関銀行」と

いいます。）とＢＰ公的加盟機関規約所定の

Ｂａｎｋ Ｐａｙ公的加盟機関契約を締結し

た地方公共団体その他機構所定の機関。 

Ｂ.ＢＰ公的加盟機関規約を承認のうえ、ＢＰ公

的加盟機関規約所定のＢＰ決済代行機関と

同規約所定のＢａｎｋ Ｐａｙ間接公的加盟

機関契約を締結した地方公共団体その他機

構所定の機関。但し、ＢＰ公的加盟機関規約

所定の当該Ｂａｎｋ Ｐａｙ間接公的加盟機

関契約の定めに基づき、登録預金口座を、Ｂ

Ｐ間接公的加盟機関で利用することができ

ない場合があります。 

（２）前項の定めに基づくＢａｎｋ Ｐａｙ取引につ

いては、「ＢＰ加盟店」を「ＢＰ公的加盟機関」、

「ＢＰ直接加盟店」を「ＢＰ決済代行機関」、「Ｂ
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改定前 改定後 

買取引債務」を「公的債務」とそれぞれ読み替

えたうえで、この規定（第３条第４項第３号お

よび第４条を除く。）を適用するものとします。 

Ｐ加盟店銀行」を「ＢＰ加盟機関銀行」、「売買

取引債務」を「公的債務」、「加盟店端末」を「Ｂ

Ｐ公的加盟機関に設置された機構所定の端末」

とそれぞれ読み替えたうえで、この規定（第３

条第４項第３号および第４条を除く。）を適用

するものとします。 

４.（Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引契約等） 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３）前二項によりＢａｎｋ Ｐａｙ取引契約が成立

したときは、その成立に先立って利用者によっ

て次の行為がなされたものとみなします。 

（省略） 

 

 

 

 

（４）前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、

利用者が売買取引に関してＢＰ加盟店または

その特定承継人に対して主張しうる、売買取引

の無効・取り消し・解除、売買取引債務の弁済

による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存

在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質

不良・引き渡し未了、その他売買取引債務の履

行を拒絶する旨の一切の主張を放棄すること

を指します。 

（５）（省略） 

４.（Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引契約等） 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３）前二項によりＢａｎｋ Ｐａｙ取引契約が成立

したときは、その成立に先立って利用者によっ

て次の行為がなされたものとみなします。ただ

し、ＢＰ加盟店とＢＰ加盟店銀行その他の者と

の間の取り決めにより、売買取引債務に係る債

権の譲渡が行われない場合は、次の第１号の行

為のみがあったものとみなします。 

（省略） 

（４）前項第２号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」

とは、利用者が売買取引に関してＢＰ加盟店ま

たはその特定承継人に対して主張しうる、売買

取引の無効・取り消し・解除、売買取引債務の

弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の

不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の

品質不良・引き渡し未了、その他売買取引債務

の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄する

ことを指します。 

（５）（省略） 

４の２.（立替払いの場合の特則） 

（１）立替払い方式の場合は、利用者が利用者アプリ

等において第３条第２項により本人認証を行

い、かつ、Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引を実行した時

に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方

法でＢＰ加盟店に口座引き落し確認を表す電

文が通知されないことを解除条件として、ＢＰ

加盟店銀行が利用者に代わって売買取引債務

を支払う旨の契約が利用者と当該ＢＰ加盟店

との間で成立するものとし、この契約もＢａｎ

ｋ Ｐａｙ取引契約に含めるものとします。ま

た、この場合、当該ＢＰ加盟店銀行は自らまた

はＢＰ直接加盟店もしくはＢＰ任意組合を通

じて当該売買取引債務の立替払いをするもの

とし、利用者は第１条第２項および第１条の２

第１項に基づき当該ＢＰ加盟店銀行に対して

負担する補償債務を、登録預金口座からの引き

落しによって支払うものとします。なお、預金

引き落しの指図については、通帳および払戻請

求書の提出は不要です。 

 

４の２.（立替払いの場合の特則） 

（１）立替払い方式の場合は、利用者が利用者アプリ

等において第３条第２項により本人認証を行

い、かつ、Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引を実行した時

に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方

法でＢＰ加盟店に口座引き落とし確認を表す

電文が通知されないことを解除条件として、Ｂ

Ｐ加盟店銀行（第１条の２第１項第２号の場合

にあっては、ＢＰ直接加盟店）が利用者に代わ

って売買取引債務を支払う旨の契約が利用者

と当該ＢＰ加盟店との間で成立するものとし、

この契約もＢａｎｋ Ｐａｙ取引契約に含める

ものとします。また、この場合、当該ＢＰ加盟

店銀行は自らまたはＢＰ直接加盟店もしくは

ＢＰ任意組合を通じて当該売買取引債務の立

替払いをするものとし（第１条の２第１項第２

号の場合にあっては、ＢＰ直接加盟店が当該売

買取引債務の立替払いをし、ＢＰ加盟店銀行が

当該立替払いに基づく補償債務をＢＰ直接加

盟店に履行するものとし）、利用者は第１条第

２項および第１条の２第１項に基づき当該Ｂ
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

（２）（省略） 

（３）（省略） 

（４）（省略） 

Ｐ加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登

録預金口座からの引き落としによって支払う

ものとします。なお、預金引き落としの指図に

ついては、通帳および払戻請求書の提出は不要

です。 

（２）（省略） 

（３）（省略） 

（４）（省略） 

９.（利用者端末の盗用等による損害等） 

（１）利用者以外の第三者により不正に利用者の預金

口座が登録されたこと、または、利用者端末の

紛失もしくは盗難（以下「盗難等」といいます。）

にあったこと等により、第三者によって不正に

行われたＢａｎｋ Ｐａｙ取引（以下「不正利

用」といいます。）については、次の各号のすべ

てに該当する場合、利用者は当社に対して当該

不正利用にかかる損害（手数料や利息を含みま

す。）の額に相当する金額の補てんを請求する

ことができます。但し、不正利用が次条に該当

する場合は、この限りではありません。 

   （省略） 

 

（２）前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利

用者の故意による場合を除き、当社は、当社へ

の通知が行われた日の３０日（当社に通知する

ことができないやむを得ない事情があること

を本人が証明した場合は、３０日にその事情が

継続している期間を超えた日数）前の日以降に

なされた不正利用にかかる損害（手数料や利息

を含みます。）の額に相当する金額（以下「補て

ん対象額」といいます。）を補てんするものとし

ます。但し、当該不正利用が行われたことにつ

いて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、利

用者に過失があることを当社が証明した場合

には、当社は補てん対象額の４分の３に相当す

る金額を補てんするものとします。 

 

（３）（省略） 

（４）（省略） 

（５）（省略） 

９.（利用者端末の盗用等による損害等） 

（１）利用者以外の第三者により不正に利用者の預金

口座が登録されたこと、または、利用者端末の

紛失もしくは盗難（以下「盗難等」といいます。）

にあったこと等により、第三者によって不正に

行われたＢａｎｋ Ｐａｙ取引（以下、本章にお

いて「不正利用」といいます。）については、次

の各号のすべてに該当する場合、利用者は当社

に対して当該不正利用にかかる損害（手数料や

利息を含みます。）の額に相当する金額の補て

んを請求することができます。但し、不正利用

が次条に該当する場合は、この限りではありま

せん。 

   （省略） 

（２）前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利

用者の故意による場合を除き、当社は、当社へ

の通知が行われた日の３０日（当社に通知する

ことができないやむを得ない事情があること

を利用者本人が証明した場合は、３０日にその

事情が継続している期間を超えた日数）前の日

以降になされた不正利用にかかる損害（手数料

や利息を含みます。）の額に相当する金額（以

下、本章において「補てん対象額」といいます。）

を補てんするものとします。但し、当該不正利

用が行われたことについて、当社が善意かつ無

過失であり、かつ、利用者に過失があることを

当社が証明した場合には、当社は補てん対象額

の４分の３に相当する金額を補てんするもの

とします。 

（３）（省略） 

（４）（省略） 

（５）（省略） 

１２.（Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引の取り扱い停止等） 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３）（省略） 

● 差押、破産、民事再生申し立て等、利用者の

信用状態が著しく悪化したとき 

 

（省略） 

１２.（Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引の取り扱い停止等） 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３）（省略） 

Ｃ.差押、破産手続き開始、民事再生手続き開

始の申立て等、利用者の信用状態が著しく

悪化したとき。 

（省略） 



- 4 - 

 

改定前 改定後 

（４）（省略） （４）（省略） 

（新設） 

第２章 Ｂａｎｋ Ｐａｙことら送金 

１３.（適用範囲） 

本章の規定は、当社が提供する少額送金サービスで

ある「Ｂａｎｋ Ｐａｙことら送金」（以下「ＢＰこ

とら送金」といいます。）を機構が提供する利用者ア

プリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章

において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利

用者アプリのみを指すものとします。なお、ＢＰこ

とら送金のうち、「特定用途送金」については、第２

６条の定めが本章の他の定めに優先して適用され

るものとします。 

（新設） 

１４.（登録の方法等） 

（１）利用者アプリを用いてＢＰことら送金を行う場

合には、第２条に従って利用者アプリに預金口

座を登録することが必要となります。 

（２）第２条第２項から第４項までの規定は、利用者

アプリを用いたＢＰことら送金に関し、「Ｂａ

ｎｋ Ｐａｙ取引」とあるのを「ＢＰことら送

金」と読み替えて適用するものとします。 

（新設） 

１５.（利用者アプリを用いたＢＰことら送金の方法

等） 

（１）利用者が、利用者アプリを用いてＢＰことら送

金を行う場合は、送金額、送金先となる金融機

関（資金移動業者を含み、以下「受取金融機関」

といいます。）に関する情報、送金先となる預金

口座に係る口座番号または資金移動業者のア

カウント（資金移動業者が為替取引に係るサー

ビスを提供するために資金移動業者のサービ

スを利用する者ごとに開設されるアカウント

をいいます。以下、送金先となる預金口座およ

び資金移動業者のアカウントを総称して「受取

口座」といいます。）を特定するための資金移動

業者所定のＩＤ等の情報その他の利用者アプ

リ所定の情報（以下「送金情報」といいます。）

を入力して、当社に対してＢＰことら送金の依

頼を行うものとします。ＢＰことら送金の依頼

に当たっては、送金情報に誤りがないか、よく

確認してください。 

（２）ＢＰことら送金を行う際に利用者アプリにおい

て要求された場合には、利用者アプリにおいて

パスワード等を入力して本人認証を行ってく

ださい。 

（３）利用者は、利用者アプリを用いて、当社および

利用者アプリ所定の方法で、第２条に基づき利

用者アプリに登録した当社の預金口座におけ

る預金残高を確認することができます。利用者

が本項に基づく預金残高の確認を行った場合、
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改定前 改定後 

利用者は、当社が、当該預金残高に係る情報を

利用者端末に表示させることを目的として、当

該預金残高に係る情報を機構およびＢＰこと

ら送金に関して当社と契約を締結した電子決

済等代行業者に提供することを承諾するもの

とします。 

（新設） 

１６.（アカウント代替符号を用いたＢＰことら送金） 

（１）前条第１項にかかわらず、利用者は、同項に定

める受取金融機関に関する情報および口座番

号またはＩＤ等の情報の入力に代えて、受取人

（ＢＰことら送金における資金の受取人をい

います。以下同じとします。）が設定したアカウ

ント代替符号（ＢＰことら送金を通じて資金を

受け取るために、受取口座に紐づく利用者の携

帯電話番号その他の当社所定の符号をいいま

す。以下同じとします。）を利用者アプリに入力

することにより、ＢＰことら送金を行うことが

できます。この場合、利用者アプリに入力され

たアカウント代替符号は、同項に定める送金情

報に含まれるものとします。 

（２）利用者は、ＢＰことら送金を通じて資金を受け

取るために、利用者アプリ所定の手続きに従っ

て、アカウント代替符号を設定することができ

ます。当社は、当該手続きに従ってアカウント

代替符号が設定されたことを確認した場合に

は、利用者が自らこれを設定したものとみなす

ことができるものとします。 

（新設） 

１７.（送金契約の成立） 

（１）ＢＰことら送金における送金契約は、当社が第

１５条第１項の依頼を承諾し、送金資金を受領

した時に成立するものとします。 

（２）前項の送金契約が成立した場合であっても、当

社は依頼内容の明細を記載した受付書等の書

面の交付は行いません。依頼内容の詳細は、利

用者アプリにおいてご確認ください。 

（新設） 

１８.（送金通知の発信等） 

（１）前条の送金契約が成立したときは、当社は、送

金情報に基づいて、受取金融機関宛てに送金通

知を発信します。 

（２）当社が前項に基づく送金通知を発信しても、受

取金融機関または受取口座の状況等により、受

取口座への入金が発信日の翌日以降となる場

合があります。 

（３）利用者アプリ上で入金完了の表示がなされた場

合であっても、受取人による当該送金の受領が

拒否され、当該送金額が利用者の預金口座に戻

される場合があります。 

 １９.（ＢＰことら送金の取り扱い範囲） 
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（１）次の場合には、ＢＰことら送金を行うことはで

きません。 

Ａ.停電、通信障害、システム保守、故障等によ

りＢＰことら送金の取り扱いができないと

き。 

Ｂ.１回あたりの送金額が１０万円または当社

所定の金額のいずれか少ない額を超えると

き。 

Ｃ.利用者の預金口座の残高が送金額に満たな

い場合（ただし、当社が当座貸越によりＢＰ

ことら送金の実行を認めた場合を除きま

す。）。 

Ｄ.１日当たりのＢＰことら送金での送金額の

合計が、当社所定の金額を超過するとき。 

Ｅ.受取金融機関がＢＰことら送金に対応して

いないとき、受取金融機関がＢＰことら送金

に係る送金資金の受入れを拒んだとき、また

は受取金融機関所定のＢＰことら送金に係

る送金資金の受入れができない日または時

間帯であるとき。 

Ｆ.受取口座が実在しないとき、または、受取金

融機関において凍結されているとき。 

Ｇ.利用者または受取人が、非居住者（所得税法

第２条第１項第５号に定める「非居住者」を

いいます。）であるとき。 

Ｈ.利用者または受取人が個人ではないとき。 

Ｉ.利用者が送金情報を当社所定の回数誤って

入力したとき。 

Ｊ.送金の実行に当たって利用者の本人認証が

できないとき。 

Ｋ.利用者アプリが機能していないとき。 

Ｌ.利用者端末の故障・破損により、利用者アプ

リの利用が困難な場合。 

Ｍ.当社所定のＢＰことら送金を行うことがで

きない日または時間帯であるとき。 

Ｎ.利用者による預金口座の利用が当社によっ

て停止されているとき。 

Ｏ.受取口座が不適当と当社が判断した場合。 

Ｐ.その他、ＢＰことら送金の実施が不適当と当

社が判断した場合。 

（２）利用者の送金依頼に基づいて当社が第１７条に

従い送金資金を受領した後に、当該送金依頼に

係る送金が前項各号に該当することが判明し

た場合には、当社所定の方法で利用者の預金口

座に返金されます。 

（新設） 

２０.（ＢＰことら送金依頼時等の認証等） 

（１）当社は、利用者アプリを用いて行われるＢＰこ

とら送金の際に当該ＢＰことら送金が利用者
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本人によるものであることを、次の各号に定め

る方法で確認します。 

Ａ.ＢＰことら送金の操作等の際に入力等され

たパスワード等が、あらかじめ利用者アプリ

において設定されたパスワード等と一致す

ることの確認。 

Ｂ.ＢＰことら送金の際に使用された端末が利

用者アプリに利用者本人の利用者端末とし

て登録された端末であることの、利用者アプ

リ所定の方法での確認。 

（２）当社が前項に基づいて利用者本人によるＢＰこ

とら送金であることを確認し、相違ないものと

認めてその取り扱いを行ったうえは、それが偽

造、変造、盗用、第三者による成りすまし、そ

の他の事故により、利用者本人による取引でな

かった場合でも、当社は当該取引を有効なもの

として取り扱います。また、そのために生じた

損害については、第２４条に定める場合を除

き、当社は責任を負いません。 

（３）当社は、利用者によるＢＰことら送金の利用状

況などを勘案して、必要に応じて利用者に対し

て、登録預金口座のキャッシュカードまたは通

帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があ

ります。  

（新設） 

２１.（取引内容の照会等） 

（１）利用者は、受取口座においてＢＰことら送金に

よる入金が確認できない場合は、速やかに当社

に連絡してください。 

（２）当社が発信した送金通知について受取金融機関

から照会があった場合には、利用者アプリに登

録された利用者の連絡先または利用者が当社

に届け出た連絡先宛に、依頼内容について照会

することがあります。この場合には、速やかに

回答してください。当社からの照会に対して、

相当の期間内に回答がなかった場合または不

適切な回答があった場合には、これによって生

じた損害については、当社は責任を負いませ

ん。 

（新設） 

２２.（送金依頼の取消し、変更等） 

（１）ＢＰことら送金の依頼は、取消しまたは変更を

することはできません。 

（２）利用者は、ＢＰことら送金を用いて誤った送金

先に送金した場合には、当事者間においてこれ

を解決するものとし、当社は責任を負いませ

ん。 

（新設） 

２３.（送金手数料） 

当社は、利用者によるＢＰことら送金の利用に当た

り、当社所定の手数料を登録預金口座から当社所定
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の時期に引き落とすことにより申し受けます。 

（新設） 

２４.（利用者端末の盗用等による損害等） 

（１）盗難等にあったこと等により、第三者によって

不正に行われたＢＰことら送金（以下、本章に

おいて「不正利用」といいます。）については、

次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当

社に対して当該不正利用にかかる損害（手数料

や利息を含みます。）の額に相当する金額の補

てんを請求することができます。 

Ａ.利用者端末の盗難等に気付いたとき（利用者

以外の第三者により不正に利用者の預金口

座が登録された場合にあっては、不正利用さ

れたことに気づいたとき）に、直ちに当社へ

の通知が行われていること。 

Ｂ.当社の調査に対し、利用者より十分な説明が

行われていること。 

Ｃ.当社に対し、警察署に被害届を提出している

こと、その他の不正利用にあったことが推測

される事実を確認できるものを示している

こと。 

（２）前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利

用者の故意による場合を除き、当社は、当社へ

の通知が行われた日の３０日（当社に通知する

ことができないやむを得ない事情があること

を利用者が証明した場合は、３０日にその事情

が継続している期間を加えた日数）前の日以降

になされた不正利用にかかる損害（手数料や利

息を含みます。）の額に相当する金額（以下、本

章において「補てん対象額」といいます。）を補

てんするものとします。但し、当該不正利用が

行われたことについて、当社が善意かつ無過失

であり、かつ、利用者に過失があることを当社

が証明した場合には、当社は補てん対象額の４

分の３に相当する金額を補てんするものとし

ます。 

（３）前二項の規定は、第１項にかかる当社への通知

が、利用者以外の第三者により不正に利用者の

預金口座が登録された場合の不正利用が最初

に行われた日または利用者端末の盗難等があ

った日（当該盗難等があった日が明らかでない

ときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用い

た不正利用が最初に行われた日）から、２年を

経過する日より後に行われた場合には、適用さ

れないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該

当することを当社が証明した場合には、当社は

補てんを行いません。 

Ａ.当該ＢＰことら送金が行われたことについ
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て当社が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当する場合。 

ａ.利用者に重大な過失があることを当社

が証明した場合 

ｂ.利用者の配偶者、二親等内の親族、同居

の家族、その他の同居人、または家事使

用人（家事全般を行っている家政婦な

ど）によって行われた場合 

ｃ.利用者が、被害状況についての当社に対

する説明において、重要な事項について

偽りの説明を行った場合 

Ｂ.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に

乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗

難等にあった場合。 

（５）前項までの規定の適用は、個人である利用者に

限るものとします。 

（新設） 

２５.（規定の適用） 

第６条、第８条、第１１条、第１２条の規定は、「Ｂ

ａｎｋ Ｐａｙ取引」とあるのを「ＢＰことら送金」

と読み替えたうえ、ＢＰことら送金にも適用するも

のとします。 

（新設） 

２６.（特定用途送金に関する留意事項） 

（１）特定用途送金とは、ＢＰことら送金のうち、株

式会社ことらが別途定める取引（以下「対象取

引」といいます。）に関して、特定用途送金の対

象となる預貯金口座または資金移動業者のア

カウント（以下「対象アカウント」といいます。）

と登録預金口座との間で行う送金サービス（対

象取引に係る送金が行われる場合において、当

社が当該送金に係る資金を対象アカウントか

ら利用者の指定するアカウントに入金する行

為も本サービスに含まれるものとします）を指

します。 

（２）特定用途送金の要件の詳細については、株式会

社ことらのウェブページ（「ことら送金」利用者

はこちら＞使い方＞ことら送金）を確認してく

ださい。 

（新設） 

第３章 その他 

 

２７.（譲渡・質入れの禁止） 

この規定に基づく当社のサービスに係る利用者の

権利は、譲渡、質入れすることはできません。 

１３.（規定の変更） 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

２８.（規定の変更） 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

 

以 上 


